
全労連共済　御中

加入者の皆様の個人情報は、法令等により開示が必要な場合を除き共済業務遂行の目的以外には利用いたしません。

※共済金請求額が５万円以下の場合は、この証明書で診断書に代えることができます。
　必ず、病院などの領収書（コピー可）を、この証明書に添付してください。
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